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１．ＩＣＴ活用工事 

１－１ 概要 

本要領は、大阪府都市整備部（住宅建築局を除く）が発注する工事において、「ＩＣＴ

活用工事（河川浚渫工）」を実施するため、必要な事項を定めたものである。 

 

１－２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

ＩＣＴ施工技術の具体的内容については、次の①～⑤及び表－１によるものとする。 

 

.①３次元起工測量 

起工測量において、３次元測量データを取得するため、下記１）～２）から選択（複

数以上可）して測量を行うものとする。なお、直近の測量成果等での３次元納品デー

タが活用できる場合等においては、管理断面及び変化点の計測による測量が選択で

きるものとし、ＩＣＴ活用とする。 

 

１）音響測深機器を用いた起工測量 

２）その他の３次元計測技術を用いた起工測量（※） 

（※）従来の断面管理においてＴＳを用いて測定し、計測点同士をＴＩＮで結合

する方法で断面間を３次元的に補完することを含む。 

 

.② ３次元設計データ作成 

１－２①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元

出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

 

.③ ＩＣＴ建設機械による施工 

１－２②で作成した３次元設計データを用い、下記１）に示すＩＣＴ建設機械を作業

に応じて選択して施工を実施する。 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ等 

※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

 

.④ ３次元出来形管理 

１－２③による工事の施工管理において、下記１）～３）に示す方法から選択（複数

以上可）して出来形管理を実施する。 

＜出来形管理＞ 



１）音響測深機器を用いた出来形管理 

２）施工履歴データを用いた出来形管理 

３）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

 

.⑤ ３次元データの納品 

１－２④による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。 

 

１－３ ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は、工事種別（２１種別）のうち、「しゅん

せつ工事」を原則とし、下記（１）（２）に該当する工事とする。 

 

（１）対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 

１）浚渫工 

・浚渫船運転工 

 

（２）適用対象外 

従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）またはこ

れに類する基準を適用しない工事は適用対象外とする。 

 

２．ＩＣＴ活用工事の実施方法 

２－１ 発注方式 

ＩＣＴ活用工事の発注は、原則として下記の（１）～（２）によるものとするが、工

事内容及び地域におけるＩＣＴ施工機器の普及状況等を勘案し決定する。 

 

（１）発注者指定（一部）型 

１）予定価格（消費税を含む）が０．５億円以上の浚渫工を含むしゅんせつ工事を目

安として、発注者が設定した対象工事に適用する。 

 

２）ICT の活用範囲は、施工プロセスのうち①②④⑤を必須とする。 

 

（２）施工者希望型 

（１）発注者指定（一部）型以外で浚渫工を含むしゅんせつ工事に適用する。 

 

２－２    ＩＣＴ活用工事 （河川浚渫工） の実施協議 

（１）発注者指定（一部）型 



受注者は、ＩＣＴの活用内容等について発注者と「ＩＣＴ活用工事計画書」により協

議するとともに、発注者が指定した当初の活用範囲を受注者の提案・協議により拡大す

ることができる。 

 

（２） 施工者希望型 

受注者は、対象工事のうちＩＣＴを活用した工事を行う希望がある場合、発注者へ

「ＩＣＴ活用工事計画書」により協議を行い、協議が整った場合にＩＣＴ活用工事とし

て実施することができる。 

 

３．工事成績評定における措置 

ＩＣＴ活用施工を実施した場合、発注方式に関わらず、創意工夫項目で加点評価するも

のとする。 

□ICT 活用工事加点として起工測量から電子納品までの何れかの段階で ICT を活用

した工事（電子納品のみは除く） 

※本項目は１点の加点とする。 

□ICT 活用工事加点として起工測量から電子納品までの全ての段階で ICT を活用し

た工事。 

※本項目は２点の加点とする。 

※ICT 活用による加点は最大２点の加点とする。 

 

ただし、ＩＣＴ活用施工を採用しない工事の成績評定については、本項目での加点対

象とせず、併せて以下の方針で減点を行うものとする。 

 

（１）発注者指定（一部）型 

受注者の責によりＩＣＴ活用施工が実施されない場合は、契約違反として工事成績

評定から措置の内容に応じて減点する。 

 

（２）施工者希望型 

工事契約後の受注者からの提案によりＩＣＴ活用施工を行うため、実施されなかっ

た場合においても、工事成績評定における減点は行わない。 

 

４．ＩＣＴ活用工事 （河川浚渫工） の導入における留意点 

受注者が円滑にＩＣＴ施工技術を活用できるように、以下を実施するものとする。 

 

４－１   施工管理、監督・検査の対応 

ＩＣＴ活用施工を実施するにあたって、 国土交通省が定めている出来形管理要領、 



監督検査要領（表－１  【関連要領等一覧】）に則り、監督・検査を実施するものとす

る。 

監督員及び検査員は、 活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管

理を実施する場合を除いて、 受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

 

４－２   工事費の積算 

（１）発注者指定（一部）型における積算方法 

発注者は、発注に際して「ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針(国土交通

省)」（以下 「実施方針」 という）の別紙－１２「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫工）積算

要領」に 基づく積算を実施するものとする。 

また、積算時点で国土交通省の標準となっている費用計上も適用可とする。 

 

発注者は契約後の協議において、受注者元起工測量及び３次元設計データ作成を指

示するとともに、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費についての見積

り提出を求め、協議の上で設計変更するものとする。ただし、当初においてすでに契約

事項となっている場合はこの限りではない。 

 

（２）施工者希望型における積算方法 

発注者は、従来積算基準に基づく積算を行い、発注するものとするが、契約後の協議

において受注者からの提案によりＩＣＴ活用施工を実施する場合、「ＩＣＴの全面的な

活用の推進に関する実施方針(国土交通省)」（以下 「実施方針」 という）の別紙－１

２「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫工）積算要領」に基づき設計変更を行うものとする。 

また、発注者は、受注者に３次元起工測量及び３次元設計データ作成を指示するとと

もに、３次元起工測量経費及び３次元設計データ作成経費について見積り提出を求め、

協議の上で設計変更するものとする。 

※１－２に示す施工プロセス①～⑤の一部のみを実施する場合も、当面の間、当該部分

を対象に、設計変更の対象とする。 

 

４－３   現場見学会・講習会の実施 

受注者は、 発注者から指示があった場合は、 ICT 活用工事の推進を目的に官民等を

対象とした現場見学会・講習会を実施するものとする。 

また、普及状況を勘案したうえで、より実践的な講習会等の開催についても検討する

ものとする。 

 

4 － ４ 試行対象工事の報告 

ＩＣＴ河川浚渫工を指定型として発注する際は、監督員から技術管理課へ連絡する



こととする。また、受注者からＩＣＴ河川浚渫工を希望する旨の申し出があった際は、  

監督員から技術管理課へ連絡することとする。 

技術管理課は、発注状況等の調査を適宜行い、調査結果をとりまとめることとする。 

 

4－５   アンケートへの協力 

受注者は、完了届提出から完了検査までの間に別紙の「ICT 活用工事実施にかかるア

ンケート調査」 を提出するものとする。 

 

５   その他 

この要領に定めない事項については、別途定めることができる。 

 

 

ポンプ浚渫船 グラブ浚渫船 バックホウ浚渫船

音響測深機器による起工測量／出来形管理技

術（舗装工）

測量

出来形計測

出来形管理

－ ※ ※ ※ ①、②

施工履歴データによる出来形管理技術
出来形計測

出来形管理

バックホウ

浚渫船等
－ ※ ※ ①、③

ICT 建設機械によ

る施工

３次元マシンコントロール技術

３次元マシンガイダンス技術
浚渫

バックホウ

浚渫船等
－ ※ ※

【要領一覧】 ①３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）河川浚渫工編

②音響測深機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）（案）　

③施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）（案）

【凡例】　〇：適用可能　、　△：一部適用可能　、※：協議により決定

≪表－１　ＩＣＴ活用工事と適用工種≫

備考浚渫船運転工

3 次元測量／3 次

元出来形管理等の

施工管理

段階 技術名 対象作業 建設機械

適用工種

監督・検査

施工管理


